
顧客保護等管理の体制コンプライアンス（法令等遵守）の体制

私達の企業倫理と行動規範
　当行役職員は、次の企業倫理・行動規範を共有し、日常業務の中で実践することによって、社会の皆様からの
厚い信頼と信用を得、「地域社会の繁栄に奉仕する」という経営理念の実現に努めてまいります。

反社会的勢力に対する基本方針

I.企業倫理
1.信頼の確保
2.法令やルールの厳格な遵守
   （コンプライアンス）
3.お客様本位の実践
4.反社会的勢力との関係遮断
5.社会的責任の遂行
6.働きやすい職場環境の確保

II.行動規範
1.法令等の遵守（コンプライアンス）
2.約束の厳守
3.守秘義務の徹底
4.情報の不正利用の禁止
5.適正かつ高度な金融サービスの提供
6.お客様の立場に立った応対
7.公正な取引の確保
8.不適正な取引の排除

9.公私の別の明確化
10.接待・贈答等の規律厳守
11.健全な職場環境の維持
12.報告・連絡・相談の徹底
13.適正な情報開示
14.検査への積極的な協力
15.良き企業市民としての社会貢献

　コンプライアンスは、公共性が強く求められる銀行におい
ては、いつの時代にあっても経営の原点です。
　当行では、役職員一人ひとりの行動がみなさまから信頼
され、支持されることによって、地域社会の方 と々揺るぎない
信頼関係を築き、「京都銀行は、安心と満足をもって長く
付き合うことができる魅力ある銀行」と言われ続けるために、
コンプライアンスを経営の最重要課題の一つと位置付け、
その徹底をはかってまいりました。このため、頭取を補佐し、
業務全般を総括する役付取締役を委員長とするコンプライ

アンス委員会においてコンプライアンス上の問題等を一元
的に管理し、対応を行うなど、態勢の強化に努めております。
　コンプライアンスの実践については、年度毎に取締役会に
おいて「コンプライアンス・プログラム」を制定し、本プログラム
に沿って各種施策を推進いたしております。
　また、反社会的勢力との関係遮断については、コンプライ
アンス統轄部を主管部として態勢の整備を行うとともに、「反
社会的勢力に対する基本方針」を制定の上、公表しており
ます。

※「私達の企業倫理と行動規範」、「反社会的勢力に対する基本方針」ともに本文を抜粋して掲載しております。詳しくは、当行ホームページをご覧ください。
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委 員 長：頭取を補佐し、業務全般を総括する役付取締役　　　   
副委員長：コンプライアンス統轄部担当役付取締役
委　　員：次の部の部長および委員構成部のうち担当役付取締役が
　　　　　委員長・副委員長を務める部の担当常務執行役員
総合企画部、広報部、リスク統轄部、コンプライアンス統轄部、営業統轄部、営業支援部、
個人営業部、公務・地域連携部、融資審査部、証券国際部、人事部、金融大学校、総務部、事務部
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当行の顧客保護等管理体制
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各副責任者(各所管部部長)

 当行では、顧客保護および利便性の向上、ならびに業務の
健全性・適切性を確保するために顧客保護等管理態勢の
強化に取組んでおります。
 具体的には、頭取を補佐し、業務全般を総括する役付
取締役を委員長とする顧客保護等管理委員会を設置すると
ともに、顧客保護等管理の計画的な推進・定着をはかるため、
年度毎の具体的な実践計画として、「顧客保護等管理
プログラム」を制定し、本プログラムに沿って各種施策の
実行を推進いたしております。また、コンプライアンス統轄
部は顧客保護等管理に関する統轄・管理部署として、各
業務部門におけるサービス・商品のお客さまへの説明、
お客さまの要望･苦情およびお客さまとの間の紛争への対
応、お客さまの情報の管理、当行業務の外部委託の管理、
お客さまの利益が不当に害されることのないよう、利益相反

の適切な管理等に関して、適切かつ十分な管理の充実に
取組んでおります。
　これに加えて、経営相談・経営指導等をはじめとした金融
円滑化の観点からも、適切かつ十分なお客さまへの説明を行
うとともに、お客さまからのご相談や苦情に適切に対応する
体制としております。
　金融ADR制度への取り組みに関しては、お客さまからの苦
情等に対し、迅速・公平かつ適切な対応を行うべく、当行では、
銀行法上の指定紛争解決機関である全国銀行協会と手続
実施基本契約を締結しています。指定紛争解決機関では、お
客さまからの苦情等に対する当行の解決策にご納得いただ
けない等の場合、公正中立な立場で解決のための取り組みを
行います。
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当行は、反社会的勢力との関係を遮断する
ため、次の基本方針を遵守し、業務の適切性
及び健全性の確保に努めます。

 
１．組織としての対応 
２．外部専門機関との連携
３．取引を含めた一切の関係遮断
４．有事における民事と刑事の法的対応
５．裏取引や資金提供の禁止 

（平成28年6月29日現在）

（平成28年6月29日現在）
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「金融ＡＤＲ制度」における当行の指定紛争解決機関
　「金融ＡＤＲ制度」とは、紛争事案について裁判によることなく（裁判外で）、紛争解決（ＡＤＲ）機関によるあっせん・調停・仲介のもと、公正中立な立場で紛争
の解決を行う制度です。当行では、銀行法上の指定紛争解決機関として、「一般社団法人全国銀行協会」と契約を締結しております。
　　　　　　　　　○連絡先　全国銀行協会相談室　０５７０－０１７１０９ または ０３－５２５２－３７７２

（事務局　コンプライアンス統轄部）
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